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l はじめに~文書館と電子自治体 1

編集 ・出版委員会から「電子政府 ・電子自

治体(1)と史料保存、文書館(2) についての問

題提起を」という打診を受け、I1聞に頭を整理

してみた。

まず、電子自治体化を文書館が受けとめる

際のアプローチから考えると、それは大きく

二つにわけられよう。ひとつは、整理、活用

といった文書館の業務への電子情報通信技術

の導入である。それは、「行政サービスの向上

と事務処理の効率化」という、自治体の組織

一般に共通する電子自治体構築の文書館にお

ける取り組み、というにとどま らない。情報

資源の管理・提供を直接の業務とする組織に

おいては、電子情報通信技術の特性を活かし

た積極的な事業展開がとくに求められるとこ

ろである。

もうひとつは、設置母体組織(親機関)で

ある自治体への電子情報通信技術の導入、そ

の結果として生み出されてく る文書その他の

情報資源(3) への対応である。今後文書館が引

継 ・移管を受け、管理、提供していく情報資

源が紙媒体から電子媒体に転換することへの

対応の問題である。

電子自治体化文書館の関係を考えると き、

大きくこの二つのアプローチが挙げられる

が、本稿では後者について考えを進めるとと

とする。もちろん、歴史的情報資源の保存提
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供機関たる文書館という面から も、 また、電

子情報通信技術を活用した積極的な事業展開

により住民サービスの向上を目指す自治体と

いう面からも、前者の課題が非常に重要であ

ることは言を待たないが、それゆえにこそ両

者を共に対象とすることは困難といわざるを

えないのである。

さて、後者の課題、すなわち設置母体組織

(親機関)である自治体への電子情報通信技

術の導入が文書館の収集 ・公開 ・保存等の業

務にもたらす課題として、文書館界でとくに

大きな問題として意識されているのは、電子

文書の保存性に対してのものである。とくに

次の二点である。

ひとつは、公文書館法第3条が彊う国及び

地方自治体の責務=r歴史資料として重要な

公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置

を講ずる」という責務を果たすための仕組み

が組み入れられないまま に文書管理システム

が設計されてしま うことへの懸念で、ある。そ

の場合、文書が一斉消滅してしまい、非現用

文書は一切残らなくなるという恐れである。

保存年限が満了した時点で歴史資料としての

観点が作用しないシステム、最も極端な場合、

自動的にすべて廃棄=サーバーからの消去が

なされるシステムが設計されればどうなる

か。紙文書ではありえた 「規程上は廃棄され

ているが、物理的には残っている」、あるいは、

偶然性により残された、というようなことさ
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えもない、完壁なる消滅が招かれることにな

る。実際には、少なくとも主務課による見直

し機会が一定度入ると思われるが、歴史資料

としての保存の観点が欠如している限り、一

瞬にして大量かつ完全なる廃棄のシステムが

作動する恐れがあることにかわりはない。

いまひとつは、この課題がクリアされ、文

書館への移管がなされたとしても、その後の

永続的保存が困難であるという問題である。

紙に比して各種のディスクはいまだ長期的な

安定性を示し得ず、その劣化は定期的に新た

な保存ディスクへの移し替えを必要とする、

という問題である。また、文書の作成が特定

のハードやソフトに依存している場合、それ

らハードやソフトの動態保存、あるいは、特

定のハー ドやソフトに依存しない保存形式へ

の変換があわせて必要となることである。こ

の問題は、文書の原本と複製、一次資料と二

次資料の認識の問題につながるが、これにつ

いては後述する。

電子自治体化(もちろん、自治体にとどま

らず、あらゆる組織に共通して及ぶことであ

る)の推進によって、文書館が最も危慎し、

問題視しているのはこれらの点である。それ

は、これまでの紙媒体にはない、記録史料の

大量一括の消滅につながる危機であり、最重

要課題として十分かつ早急な対策がとらるべ

きことに異論はない。

しかし、そのことを確認したうえで、電子

自治体では文書管理システムだけではなく、

他の様々なシステムにおいても行政情報を扱

うということの意味にも眼を向けねばならな

いだろう。従来の文書管理の枠組みが、その

まま電子文書管理システムへ移行するとは限

らない。これまで文書館は、保存年限が設定

されてライフ・サイクルを流れる文書を主な

対象としてきた。しかし、電子自治体化がも

たらす問題を、この枠内だげで考えるべきで

はないだろう。

政府の「行政情報化推進基本計画J(4) は、

「行政の情報化は、行政のあらゆる分野にお

いて情報通信技術の成果を普遍的に活用し、

行政の質の高度化、国民サービスの質的向上

を図ることを目的とする」ものであり、「行政

の事務・事業及び組織を通じるシステムを改

革するための重要な手段として位置付け」て

いる。 「行政のあらゆる分野」を情報という概

念で捉え直そうとするとき、文書も行政情報

メディアのうちのひとつにすぎなくなる。電

子自治体は、住民をはじめとする組織外部と

の情報の交換・共有、組織内部での情報の交

換・共有に、様々な情報メディアを活用する。

たとえば、ホームページ、メ ールマガジン、

入力フォームでなされる(文書の形をなさな

い)電子申請や各種照会・アンケー ト。ある

いは、双方向で時々刻々に変化する電子会議

室、電子掲示板、担当者レベルでの電子メー

ルなど。

これは文書館像の問題にもつながるのだ

が、「文書館は文書の保存提供をしているので

はなく、情報の保存提供をしているのである」

と捉えれば、「文書館の目的が記録史料の保存

提供そのものにあるのではなく、そのことを

通じて組織あるいは地域社会の姿を歴史的時

間枠のなかで伝えることにあるjと捉えれば、

それを可能にする記録史料=歴史的情報資源

は何か、を常に考えねばならない。メディア

環境の変化に対しては、新たなメディアが文

書館の目的にとって必要な情報資源なのか、

どうかを検証する必要がある。また、新たな

メディアの出現は旧来のメディアが有した情

報資源としての質、内容、有用性に変化を与

える。たとえば、電話が実用化されて以後、

果たして書簡や文書が伝える情報はそれ以前

と同質でありえたのか、というように。電子

自治体化に際しでも、新旧行政情報メディア

に対する記録史料論的検証が必要であろう。

たとえば、従来の記録史料は、メッセージ

とそれを載せる媒体である紙等の「支持体」

との組み合わせ関係が物理的に一定してお

り、メッセージが他の「支持体jに移された

(写された)とき、その組み合わせは「写し」、

「複製」と認識され、原本と写本・複製の史

料的区分がなされた。これに対し、電子文書



のメッセージと 「支持体」との関係、原本と

写本 ・複製の関係はどのように認識すべきな

のか。紙文書の原本と写本では、メッセージ

の内容情報は同ーとしても、その表現形式の

情報(たとえば書体や一行文字数など)やそ

れを乗せる 「支持体Jが持つ情報(たとえば

料紙の種類や法量など)は異なる。これに対

して電子文書のコピー機能による複製には原

本とのいかなる情報的差異がありえるのか。

電子文書において 「支持体」 を考える意味が

あるのか。あるとすれば、それは何を指すの

か。ソフトなのか、ハー ドなのか。 FDや CD

は「支持体Jなのか、「容器」なのか。

このよ うな認識の問題は文書以外の行政情

報資源に及ぶ。その認識の有り様によって保

存利用のための対象、方法は異なったも のと

なりえる。電子自治体における文書をはじめ

とする情報資源の保存利用を可能とするため

には、直接的な管理論だけでなく、 それを支

え、その方法の枠付けをする認識論的検討も

欠くことはできない。本稿では電子自治体の

目指す理念 ・方向性を、行政情報資源の史料

認識論的な観点から検討することによ り、電
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子自治体が文書館にもたらす課題について、

アト ・ランダムにではあるが、目を向けてみ

ようと思う。

2 情報共有理念が導く記録史料論

資料1は政府の「行政情報化推進基本計画」

(平成 9年改定版)(5) から、また、資料2は都

道府県の一例として埼玉県の IIT推進アク

ションプランJ(6)から、電子自治体の目指す

もの、 基本方針、取り組み部分を抜粋した

ものである。

資料1の 「基本方針jにあるように、電子

政府の方向性は、情報通信技術の活用による

11 行政情報化」と 12 事務 ・事業の簡

素化・効率化及び行政運営の高度化」であり、

基本方針の第 3は、そのための「基盤整備」

である。また、埼玉県においても、その事業

体系にみられる方向性は 11 県民サービス

の向上」と 12 行政運営の簡素 ・効率化j

であり、そのための基盤整備や環境整備が3

以下に掲げられている。より具体的な施策を

あわせると、両者に共通している施策は、行

資料 l 行政情報化推進基本計画 (平成6年12月25日閣議決定、同 9年12月20日改定閣議決定)

第 1 計画の枠組

1 行政情報化の理念

行政の情報化は、行政のあらゆる分野への情報通信技術の成果の普遍的な活用とこれに併せた旧来

の制度 ・慣行の見直しにより、国民サービスの飛躍的向上と行政運営の質的向上を図るこ とを目的と

するものである。

この意味で、行政の情報化を、新時代に対応できる簡素で効率的な行政の実現、国民の主体性が生

かされる行政の実現、国民に聞かれた信頼される行政の実現及び国民に対する質の高い行政サービス

の実現を目指す行政改革を実施していくための重要な手段として位置付げ、その積極的な推進により、

国民の立場に立った効率的で効果的な行政の実現を図る。

2 計画目標

行政の情報化により、事務 ・事業及び組織の改革を推進するとと もに、セキュリティ の確保等に留

意しつつ、 「紙」による情報の管理からネッ トワークを駆使した電子化された情報の管理へ移行し、 21

世紀初頭に高度に情報化された行政、すなわち 「電子政府」の実現を目指す。

(中略)

第2 行政情報化推進の基本方針

l 社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進

(1) 社会全体の情報化の進展に対応するとともに、国民に対する情報通信技術の成果を活用した広範

な行政情報の提供、行政手続に係る国民負担の軽減への要請に的確に対応していくため、整備が進

展しつつある行政内外の情報通信基盤を活用し、行政サービスの質的向上を図る。その際には、官

民の役割分担、規制緩和、地方分権の観点からの事務 ・事業の必要性に留意するものとする。
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ア行政情報の提供等

(略)

イ 申請・届出等手続の電子化

(略)

ウ ワンストップサービスの実施

(略)

(2) 電子商取引の実現の動き等国の内外の情報化の進展に対応して、調達手続の電子化等の民間部門

との整合性の取れた情報化を推進する。

ア 調達手続の電子化

(略)

イ 歳入歳出の電子化

(略)

2 情報通信技術の活用による事務・事業の簡素化・効率化及び行政運営の高度化

情報通信技術の成果、民間の能力を活用しつつ、内部管理業務、各種許認可等業務などを含めた広

範な業務の見直しを行いシステム化を図ることにより、事務・事業の簡素化・効率化を推進する。

また、りん議決裁のシステム化、行政情報のデータベース化を含む総合的な情報管理のシステム化

などによる意思決定の迅速化、的確な情報管理を図るなど、行政運営の高度化を推進する。

ア 個別業務のシステム化、機能の高度化及びシステム聞の連携

(略)

イ 文書の管理・流通のシステム化

(略)

ウ 情報共有の推進

(略)

エ LAN等情報通信基盤の活用による業務の効率化・高度化

(略)

オ 民間へのアウトソーシング等の推進

(略)

3 行政情報化推進のための基盤整備

(以下略)

資料 2 IT推進アクションプラン

(前略)

第 2章基本的な考え方

(略)

4 計画のめざすもの

(平成13年10月埼玉県)

本計画では、県民生活の質の向上の実現のために次の 3つの目標を掲げ、その実現をめざします。

(1) 迅速で、質の高い行政サービスの推進

(略)

(2) 業務改革によるスリムで効率的な行政

(略)

(3) 県民に聞かれた、身近な県政の実現

(中略)

第 3章主要 施 策

第 2章の目標を達成するため、電子自治体化を進める「電子県庁の実現」、 ITを県の各分野の事業に

活用するiITによる安心・便利な県民生活の創造j、ITによって地域の活性化を図るiITによる産業・

地域振興」、情報教育を充実させるiITの進展に対応した人材の育成J、IT革命のデメリット部分を解

決する iIT革命のもたらす課題への対応」の 5つの柱に沿い、主要施策を展開していきます。



I 電子県庁の実現

(中略)

1 県民サービスの向上

・利用者の視点に立った行政情報の提供 (略)

・申請 ・届出等手続の電子化(略)

・登録・入札手続等の電子化(略)

・歳入・歳出手続きの電子化(略)

・県税申告手続きの電子化(略)

-公共事業の情報化推進(略)

・情報公開手続きの電子化(略)

・広聴広報活動の充実(略)

2 行政運営の簡素 ・効率化

・文書事務の電子化と情報共有の推進(略)

・業務プロセス及び組織の見直し (略)

3 基盤整備

(略)

4 環境整備

(略)

5 市町村の支援

(以下略)

政情報の積極的提供、申請・届出等各種手続

きの電子システム化、 文書管理の電子システ

ム化や LANの活用による行政事務の効率化

などであることがわかる。

このうち、文書館にとって最も関心のある

文書媒体の電子化、文書管理の電子システム

化は、 資料 1では基本方針の 2ーイに、資料

2では主要施策の 1-2の最初に位置付けら

れている。しかし、行政事務の効率化を目指

す資料 lの基本方針2のなかには、情報共有

の推進、 LAN等情報通信基盤の活用が別に

あげられている。これは従来、主に文書が果

たしてきた情報共有機能の他システムへの分

散、拡充を意味する。文書 (文書管理システ

ム)は情報の伝達・共有のための方法のひと

つでしかなくなる。

行政組織における情報の共有・伝達メ デ、イ

アの歴史的変遷をみてみるとき、 LANとい

うネットワーク機能が有する画期性に気付か

される。これまでも情報の組織内への取り込

みは、文書以外にも様々なメディアによって

なされてきた。会議や出張・来訪による面談

など、口頭の伝達は最も古く、かつ、重要な

ものであり続けている。重要な交渉・協議ほ
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ど直接の面談が必要とされる。それゆえ、そ

こで交換され、決定された情報は、取り交わ

し文書や会議録などのほか、「会議報告書J、

「復命書」、「面談記録」などの文書化によっ

て組織内で共有化され(7)、保存されてきた。

自治体における情報伝達メディアは、電信、

電話、ファックスとその種類を増やし、それ

ぞれが持つ機能特性によって使い分けられて

きた。このうち、電信やファックスは最終的

に紙を媒介するため、必要とされる重要度合

いにより、そのまま、あるいは複写による回

覧等により共有文書化がなされた。 電話によ

る情報も、口頭により消えてしまう性質ゆえ

に、共有化 ・記録化のためには紙を介しての

文書化が必要であった。このように、従来の

メディアによって担われた情報は、いずれも

その共有化 ・記録化は文書化でもあった。こ

れら、他メディアからの転換により作成され

た文書は、メモ的な扱いを受け、文書管理の

システムに組み込まれないままに廃棄されて

しま うものも多いが、その重要度に応じて簿

冊に編冊されたり、フ ァイリング ・システム

の個別フォルダに格納され、文書管理システ

ムの流れにのることにより、文書館の評価選
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別の対象となりえた。

これに対し、電子自治体が活用する LAN

等のネットワーク・システムは、電子掲示板

や共有フォル夕、、電子メ ールの一斉送信など

により、そのなかで情報の作成・伝達・保存

を完結させ、あらためて文書化を要すること

なく情報の共有化を可能とする画期性を持

つ。すなわち、これらの情報は文書管理シス

テムを評価選別の対象としておさえていても

収集することはできない。

一例として、庁内での照会・回答行為につ

いて考えてみたい。ある課が、事業遂行上の

必要から関係課所に照会や調査を行う場合、

従来は文書により依頼し、文書により回答を

得、担当者は、これらの回答をもとに調査報

告書を作成したり、事業遂行上の回議文書(8)

を起案した。文書館は、これら最終的にまと

められた報告書や回議文書のみを保存するの

か、あるいは、その素となった個々の回答ま

でを含めて一括保存するのかを判断すること

が可能であった(9)。

これに対し、電子自治体では、たとえば関

係課所に電子メ ールで依頼し、回答は LAN

内に掲示したフォーマットへの入力によって

受ける、という方法が採られ得る。その回答

は、あらかじめ用意されたフォルタゃに格納さ

れる。このフォル夕、を課内ネットワークで共

有フォルダ化することにより、情報の共有化

は図られる。改めて文書化して課内回覧など

をする必要はないから、これら回答情報は文

書管理システムには残らない。回答をもとに

作成された文書は文書管理システムに保存さ

れるが、各回答が有していた情報のす

べてがそこから得られるとは限らない。この

ような方法は、組織外部からのアンケートや

モニタリングにおいても可能であろう。こう

した方法が採り入れられた場合、文書館が

個々の回答情報までを収集することは、文書

管理システムにおいては不可能となる。

会議報告書や復命書など、これまでは文書

による報告が規定されていたものも、専用の

フォーマッ トにより作成し、専用の共有フォ

ルダへの格納と電子メール・電子掲示板等に

よる連絡方法で共有化は技術的に可能となろ

う。行政事務の効率化という目的からも、こ

のような方法は推進される方向にあるもの思

われる。ただし、これは証拠的価値、法務的

価値等の観点とあわせ、制度的な文書化必要

性との均衡のなかで決定されていくことにな

るのだろう。たとえば、 「情報公開法jとの関

係をみれば、このような形での情報共有形態

にあっても、組織共用であることから情報公

開制度の対象である 「行政文書」の範曙とな

る。よって、情報公開制度からの思避にはあ

たらないといえるが、文書管理システム同様

の市民による検索性が保証されるかどうかの

問題が残り、組織内での共有にとどまらず、

市民との共有化の観点からは文書化が必要と

されるのかもしれない。

もう一つの例として、これまで印刷冊子の

配布によって共有化を図ってきた情報、たと

えば、白書や年次報告書や統計書、あるいは

「文書事務の手引きJr文書事務Q&AJと

いったものを考えてみたい。効率化・合理化

を目指す電子自治体においては、これらの情

報も 「電子掲示板」による掲示やデータベー

スへと、そのメディアを転換させ、次第に一

元化させていくものであろう。

もちろん、その作成や配布などの意志決定

のための回議文書が文書管理システムには存

在するはずであり、同様の情報を文書管理シ

ステムから収集することは理論上可能なのか

もしれない。しかし、全文書を十分な時間と

体系をもって評価選別することのできなかっ

た文書館にとって、文書のなかから確実に把

握し保存するには不確定要素が多すぎたた

め、この種の情報はこれまで「行政資料Jr行
政刊行物」という範曙で収集・確保してきた

といえる。電子文書管理システムは、文書管

理情報の一元集中管理を促すものであるか

ら、そのような心配を不要のものとしてくれ

るのかもしれない。しかし、それも文書館が

その文書管理情報を閲覧する権限を広範に持

ち得れば、という前提がある。



あるいは、冊子形態をとるほどの大容量情

報は、文書管理システムの保存サーバーには

格納されず、リンクにより処理する方法も考

えられる。このリンクという方法は、一見、

情報がその場にあるように錯覚させるが、実

際には別の場所に保存されている。その場合、

文書のみを収集 ・保存しても意味はない。文

書管理システムにおいても、この方法が多用

されれば、文書管理システム外のリンク先の

情報まで含めての処理が必要となり、文書館

への移管にあたっての複雑化を予想させる。

以上のような情報共有化の方法が推進され

た場合、文書管理システムは、その媒体を紙

から電子に換える、というにとどまるもので

はなく、文書化される情報の範囲、 質、 保存

の仕組み等をも変えるものであることが想像

される。そこでは、紙文書との比較論に始ま

る新たな文書の史料認識が必要とされよう。

また、文書管理システムとは別のシステム

が有する情報資源に対する史料認識論的検証

も必要になる。従来は文書が担っていた情報

が分散されている場合もあれば、 「電子会議

室jのように、これまでにはなかった種類の

情報メディアも存在するからである。「電子会

議室」からは、施策等に対する市民の議論、

政策立案過程での内部議論などが、記録とし

て整理された形ではなく、 書き込みの生の形

で現れる(10)。従来は集められることのなかっ

た、あるいは、文書化されに くかった性質 ・

段階の情報を収集 ・保存し得る可能性をもっ

といえる(11)。

このことは、管理論的にも、文書館は文書

管理システムのみを問題にしているだけでは

十分でないことを意味する。記録史料として

の有用性の観点から、それぞれのシステムを

検証する必要がある。たとえば、 電子掲示板

に掲示される情報は、機密性の高いものは別

として、全庁的に周知すべき重要性を持つ、

あるいは、全庁的に有用と主務課によって判

断された情報であろう。よって、その掲示情

報のソースとなった回議文書等の評価選別の

ための基準ツールと して、電子掲示板を利用
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することが考えられる。

あるいは、電子掲示板を直接の収集対象情

報資源として位置付け、評価選別することも

考えられる。各主務課によって選び抜かれた

比較的密度の濃い情報群であるならば、改め

て文書管理システム内の文書群のなかから評

価選別するよりも、直接収集した方がより効

果的であろうからである。この考え方は、一

般市民への提供必要性というフィルターをく

ぐったホームページ上の情報についても同様

に適用されよう。

3 情報提供理念が導く記録史料論

前掲の資料 1、 2ともに、第一の方針 ・施

策として行政サービス、県民サービスの向上

を挙げ、行政情報の積極的な提供を掲げてい

る。資料2では具体的に、「利用者の視点に

立った行政情報の提供Ji情報公開手続きの電

子化Ji広聴広報活動の充実jが挙げられてい

る。

電子政府・電子自治体化構想と時期を同じ

くして成立し、施行された「情報公開法J(行

政機関の保有する情報の公聞に関する法律)

は、従来の自治体の情報公開条例のレベルを

越えた行政情報の公開性を求めるものであ

り、これを受け、多くの自治体でも条例が改

正された。「公開Jの意義は、請求に対する開

示という狭義のものから、行政側からの積極

的な情報提供等をあわせた大きな枠組みの、

総合的な意味でのものへと拡大された。電子

政府 ・電子自治体化は、このよう な行政情報

の積極的提供の理念を電子情報通信技術の活

用によって最大限実現しようとするものとい

える。開示制度自体を例にみても、すでにイ

ンターネットによ る文書検索、あるいは開示

請求を可能とする自治体が増えてきており、

さらに文書閲覧自体がインターネッ トによる

段階へと進もうとしている。

このよう に、行政情報の公開・提供自体が

重要な施策とされる時代において、文書館は、

文書管理システムの文書とは別に、行政情報
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提供の各種メディア(システム)が持つ情報

をどう認識し、位置付けるか、を考えておか

ねばならないであろう。

これは、文書からみれば利用・公開に関す

るデータの把握に関する問題となる。まず、

情報提供メディア(システム)が持つ情報内

容は、その作成や提供にあたっての回議文書

等の文書で把握できるのかどうか、すなわち、

文書管理システムで押さえられるのかどう

か、が課題となる(川。押さえられないとすれ

ば、他の情報提供メディア(システム)から

の収集を考えねばならない。紙媒体での 「行

政資料Jr行政刊行物」がそうであったように。

また、文書管理システムで押さえられる場

合には、その文書に利用・提供に関するデー

タが備えられているかどうか、が次の課題と

なる。従来も回議文書は作成、決裁、施行な

どのデータを備えてきた。それらのデータは

研究利用にあたっての重要な材料として利用

されてきた。では、利用、公開のデータはど

うなのか。

現在文書館で公開されている文書の多く

は、情報公開条例施行以前の、公開を前提と

していない文書であったため、現用段階での

提供利用の履歴はほとんど問題とされてこな

かった。しかし、提供・公開こそが重要な施

策とされる時代においては、その文書がいつ、

どのような形で、どこまで公開されたか(あ

るいは公開されなかったか)、さらには、どの

ような情報メディアでその内容を提供した

か、というデータ(履歴)も、その文書を調

査・研究するにあたっての貴重な手がかりと

なってくることが考えられる。書物における

読書論、読者論のごとき、社会での受容論が

文書においても無視し得なくなるのではない

か。情報の公開、市民との共有、それによる

市民の行政参加、というプロセスが重要視さ

れる現代社会を考えるにあたっては、このよ

うなデータ自体が重要施策を反映する「史料j

として検証される必要があるのではないか。

電子政府・電子自治体自体が、そのような要

請の産物でもあろうから。その場合、提供・

公開に関するデータが文書自体に付与される

ような方法がとられることも考えられるし、

そうでなければ、実際に提供を行う行政情報

提供メディア(システム)の検証が必要とな

る。

この他、提供に関連するテーマとしては、

公開性を前提として作成される文書の変質の

問題がある。公開されても問題のない記述に

限定されていく、という懸念は、すでに情報

公開条例が広がってきた1980年代から謂われ

てきたところである。また、組織外の第三者

にも理解できる用語、文章構成が求められる

ことによる、文書の「様式論」的変化の問題

としてもとらえることができる。

なお、情報公開制度、個人情報保護制度の

普及により、記録史料に対して現用段階同様

の、過度の公開制限が求められることへの懸

念も早くから提起されてきたところである。

電子自治体では、電子情報通信システムを活

用することによる技術上の必要性から、セ

キュリティの問題はより重要な課題となって

いる。この課題が、文書館の文書管理システ

ム等へのアクセス権限や移管・引継制度に影

を落としてくることのないことが望まれる。

そのためにも、文書館におげるセキュリティ

体制への信頼の獲得が重要となる。厳格な史

料管理、情報管理が一層求められるところで

ある。

4 r原本」 の揺らぎ

電子自治体は、文書の形式をとらない、様々

な情報交換・共有・提供のシステムとメデ、イ

アを持つものであり、よって、文書館はそれ

ら各メディア(システム)が持つ情報資源の

アーカイブズ化の必要性やその方法、あるい

は、メディア(システム)聞の相互関係につ

いて研究することの必要性があることについ

て述べてきた。

そのうえで、電子自治体においても、文書

という情報資源、文書管理というシステムが

重要であることは間違いのないところであろ



う。そこで、次に電子技術・電子媒体による

文書管理システムが生み出す文書について、

とくにその原本性の観点から考えてみたい。

4-1 送付・収受過程で揺れ動く「原本」

たとえば、 A県からB市へ文書を送付し、

B市がこれを収受するというケースを例とす

ると、まず、回議文書をいかなる文書構造形

式で作成するかの課題がある。特定のソフト

(パージョンの違いも含め)を使用した場合、

この先の施行や保存に影響する。言うまでも

なく、送付されたB市にもその文書を「聞く」

ことのできるソフ トが必要となるし、 A県で

はその文書の保存年限期間中は、そのソフ ト

もあわせて保存・利用できるように措置して

おく必要がおきる。

もちろん、特定のソフトに依拠した文書を

ひろく流通させることは困難でトあるため、特

定のソフトに依拠しない、文書構造形式の国

際的な標準である SGMLや XMLの採用が

政府の基本計画でも彊われている。しかし、

そのためには、全省庁・自治体での基盤整備、

環境整備が必要で‘あり、また、文書は民間組

織や個人へも発送されることを考える と、「過

渡的」というには長い期間にわたって、この

問題が影響する恐れが懸念される。

この問題への対処策として、ソフト聞の変

換技術がある。しかし、変換された時点で、

それは厳密な意味での「原本」ではなくなっ

ている。あるいは、同じソフトがあって問題

がなかったと思われる場合にも、パージョン

の違いがあり、厳密には同一ではないかもし

れない。 A県が発送した時点の文書と B市が

収受した時点の文書で、異なった文書となっ

ている可能性を有することになる。これは、

プリント・アウ トを前提として授受された場

合にも、A県での打ち出しと B市での打ち出

しが異なる (1支持体」の紙やインクが異なる

ことは、ファックス同様に当然のこととして

認識されるが、紙上に刻印された文字等の

フォン トやレイアウ トが異なっていることま

では、あまり意識されていない)ようなこと
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は、現在もすでに発生している。

また、やはり紙文書と電子文書が併用され

る段階では、一件の文書の媒体を紙と電子の

いずれかに統ーさせる必要から、 A県は電子

文書として発送したにもかかわらず、B市で

はプリント・アウトを「原本jとして収受し、

A県はその変換を一切関知していない、とい

う状況が一般的にみられることになろう。発

送から収受の聞に媒体が変わってしまう状況

に記録史料学はどう向き合うのか。紙文書に

おいても、郵送の聞の盟損、汚損による発送

時との変質という状況はありえたわけである

が、それと同次元で考えることができるのだ

ろうか。

もちろん、事務遂行上正確に伝達すべき情

報内容の範轄と しては、これらの差異はほと

んど影響してこないと思われる。また、現用

文書としては、回議文書としてのA県の「原

本」も収受文書と してのB市の「原本」も、

それぞれの自治体において原本性が公的に保

証されていれば問題はないのかもしれない。

しかし、「支持体jを伴わず、情報のみを信号

として移動させる電子情報通信技術を基盤と

する電子自治体においては、本質的に発送時

点と収受時点で情報の「支持体」が異なった

ものとな りえる。このことによって発生する

事象とそれに対する認識を、史料論は整理し

ておく必要があるように思われるのである。

4-2 保存過程で揺れ動 く「原本j

次に、A県に残された回議文書の保存段階

においても変換の問題がつきまとう。と くに

10年、 30年という長期保存年限の維持は、媒

体劣化に対する措置としての変換を必要とし

よう。あるいは、サーバーの容量と維持経費

上の問題から、利用頻度の低い長期保存文書

のシステム外での保存という措置の可能性も

想像させる。現用段階での変換は、原本性、

真正性の保持 ・保証といった、技術の裏付け

にたった公的制度がこの問題をク リアするこ

とになるのであろう。この場合、常に変換後

の最新のものが公的な原本と して認証される
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ことになろう。とすると、文書館は移管時点

でのものを「原本」と考えざるをえないこと

になる。公的な原本としてはそうなのである

が、そのうえで、文書館は史料論として、そ

の「原本jをどう認識していくことになるの

だろう。

また、後述するように、文書本文と「書誌j

的データ・決裁履歴データ等をリンクさせる

など、文書管理システムの機能とあわせて初

めて文書が成立している場合、文書館への移

管のためシステムから切り離された時点で、

厳密な意味での「原本Jといえるのだろう

か(同。また、文書館での保存の過程において

も、変換なしでの長期保存が技術上困難であ

るとすれば、移管時点の「原本Jも、いずれ

にせよ、保存されえないことになる。

さらに、現用文書にたいしてなされた原本

性の保証も移管時点で切れることになろう

が、文書館の利用者は文書館が「原本Jだと

主張する文書を「原本」として考えるしかな

いことになるのだろうか。文書館における原

本性、真正性の保証はいかに考えられるべき

なのだろうか。ここにメタデータの重要性が

問われることになるが、メタデータ自体の保

証も含め、史料批判のあり方が問われること

になる。「原本Jr複製Jr写本」といった従来

の概念をどう適応させるのか、あるいは、そ

のような概念自体の根底からの転換を必要と

することになるのか。電子文書の記録史料論

は、根元的な議論を必要としているように思

われるのである。

4-3 文書の「形Jの問題

この問題は、「書誌」的な情報や決裁履歴情

報を考えるとき、さらに複雑化する。従来の

紙文書では様式中に本文の他に起案・決裁・

施行年月日、件名、保存期間、分類等の「書

誌j的事項の記入欄があり、また、決裁履歴

を証明する各権限者の押印欄があった。とく

に担当者が起案した文書は決裁がなされては

じめて組織の意志決定となり、執行に移され

るものであるから、その決裁履歴情報がなく

ては回議文書として成立しない。また、発送

がなされた場合などは、その事実を示す年月

日入りのスタンプが押されるなど、処理過程

を示す記録も紙面上に刻印され、結果として

文書の一部として「支持体」に一体化されて

保存されてきた。

これに対して、電子文書管理システムは、

そのサブ・システムとして作成管理システム

や決裁システム等がある。その場合、担当者

が作成した文書本文とは別に、「書誌」的情報

や決裁履歴情報、あるいは、発送等の処理情

報が、それぞれのデータベースに保存される

ことが考えられる。この場合も、文書本文と

これらの情報データはリンクされ、ディスプ

レイ上やプリント・アウトにおいては、従来

の様式同様に整形された形で見ることが可能

であろう。しかし、あくまで、それはディス

プレイやプリント・アウト上での様態でしか

ないのではないか。あくまで各データ・ベー

スにあるデータが原本であり、それはデー

タ・ベースのデータを表示する様式のひとつ

にしかすぎないので、はないだろうか。

このことは、文書本文をはじめ、各データ

が文書管理システムのもとに一体化して機能

していることを前提とすることになる。では、

これを文書館に移管するにあたって、どのよ

うに考えればよいのか。ひとつには、経済的

に現実的な方法かどうかは別として、文書館

でも文書管理システムと問機能のシステムを

用意し、文書本文、「書誌」的情報や決裁履歴

情報、処理情報等を、文書管理システム同様

の構造のまま移管・保存する方法が考えられ

る(14)。

あるいは、ディスプレイ上やプリント・ア

ウトにおける様式のなかからひとつを文書館

が定め、その「形Jに整形して PDF(Portable 

Document Format)や COM(Computer 

Output Microfilm)で保存する方法が考えら

れる。しかし、いずれの様式をとっても、そ

れは現用段階での表示上の様態の一つにすぎ

ず、「原本jではないことになってしまうので

はないか。



このようなデータを文書の一部として考え

る発想自体が、すでに誤りなのかもしれない。

紙を情報の「支持体」としていたがゆえに、

これらの情報も同ーの紙面上に記録され、一

体として文書として認識されてきたが、それ

らが同ーの「支持体jに乗ることのない媒体

に変われば、それらの情報はメタデータとし

て文書から分離すると考えるべきなのであろ

うか。とすると、ここでも文書の情報資源と

しての機能は減少する。

タグ付けされた文書本文も含め、「電磁的記

録」は、「電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない」も

のであり、ディスプレイ等での可視的な様態

はすべて複製というべきなのだろうか。公的

な制度 ・規定とその技術的保証が「社会的原

本」を決していくことになろうが、記録史料

論はこのような情報資源をどう認識していけ

ばいいのだろうか(15)。

電子文書は、移管や保存にあたっての文書

館の採る方法が、その後の記録史料としての

様態や情報量までをも決してしまうことにな

る。いかなる目的で利用するのにせよ、文書

館利用者は、文書館の決した形で史料を利用

せざるをえないことになる。文書館は 「どの

文書を残すか」を決するだけでなく、「どのよ

うな「形」、どのような情報量で残すか」まで

をも決する機関となる。文書館は歴史学、政

治学等の特定の学問領域に利用目的を限定さ

れる機関ではないが、利用する側からすれば、

その利用目的が何にしろ、文書館が残した記

録史料を、文書館が残した「形jや情報量で

使わざるを得ない。利用者の用途に応じて変

換可能な「形」が望まれるとは言えようが、

いずれにせよ、史料認識に対する文書館の責

務はいっそう重いものとなる(16)。

5 おわりに~文書館と電子自治体2

日本の文書館は、その歴史がいまだ浅く 、

その設立を見ない自治体が大半であり、設立

をみた自治体においても移管制度が未整備と
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いう歴史的段階において電子自治体化を迎え

た。日本におげる文書館制度の整備・普及の

現状は、電子自治体受け入れにおいて、どの

ような段階にあり、どう作用しえるのだろう

か。

法制度的な面からは、十分とはいえないま

でも公文書館法という法基盤を持ち得た段階

であったことは幸いといえよう。また、情報

公開法、国立公文書館法が施行され、情報公

開制度に文書館制度が対置する体制整備が、

電子政府整備に平行したことの意味も大き

い。電子情報通信技術を活用した新たなシス

テム整備とはいえ、現行の法や制度をベース

とする。その際に、「歴史資料としての公文書

保存」を国 ・地方自治体の責務と規定する法

の有無は、そのための機能のシステム設計へ

の組み込みに作用しよう。さらに、情報公開

法との関係において歴史資料としての公文書

保存が改めて位置付けられたことも、国の制

度として状況を良い方向に導くモデルとなる

可能性を残した。

しかし、それは総論的制度状況にすぎず、

個々の自治体における整備において、果たし

て「歴史資料としての公文書保存jのシステ

ム導入がなされ得るかどうかは厳しい状況に

ある。システム整備にあたっては、その段階

での現行制度が設計調査のスター ト・ ベース

となろう。その意味で、半数の都道府県、圧

倒的多数の市町村が文書館を持たないという

現状は厳しいといわざるを得ない。文書館を

有する自治体においても、移管制度の不十分

な現状、文書館の発言力の小さい現状は、シ

ステム整備への文書館の参加、その主張への

同意獲得の困難さを想像させる。文書館を持

たない自治体においては、歴史資料的観点、の

導入を提唱するセクションを持たないま まに

システム整備が進展してしまうことへの懸念

を抱かざるを得ない。

その一方で、電子文書管理システムは、従

来は実現し得なかった移管制度の整備を図り

えるシステムと しても捉えることができ る。

たとえば、組織内の情報共有というポリシー
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がもたらす、文書館が必要としながら掴み得

なかった情報把握の可能性をみてもわかる。

文書管理システムにおいては、文書はすべて

専用サーバーに集中保存され、これまでは各

課所ごとに作成されていた 「文書管理台帳J
にあたる管理データも集約されることにな

る。技術的には全文書・全データを共有する

ことが可能となるシステムであろう。そのう

えで、セキュリティ等の問題から、制度的に

どこまで共有させるかを決めていくことにな

る。たとえば、文書そのものの閲覧は認めな

い、あるいは、作成時に情報公開条例の基準

で公開と判断された文書は認める、など。管

理データについては、すべて閲覧できる、あ

るいは、セキュリテー・ポリシー・レベルで

区分する、など。

いずれにせよ、その際、文書管理担当課や

システム管理担当課には特別に広い閲覧・操

作権限が与えられよう。文書館も同様に可能

な限り大きな閲覧権限を確保することが重要

となる。そうすれば、文書館は全現用文書の

動向を把握することが可能になる。電子文書

に限れば、文書館に居ながらにして文書内容

を調査し、早い段階から評価選別をかけてい

くことが可能となる。それも、全現用文書の

状況を把握しえたうえで。

問題は閲覧権限だけにとどまるのではな

い。閲覧結果(評価選別結果)を管理データ

に反映し、最終的な移管にまで繋がるシステ

ム設計の問題として、文書館は関与していく

必要がある。文書のライフ・サイクル、その

全課程への文書館の積極的な関与の必要性

は、理解こそすれ、その実現は困難をきわめ

てきた。電子自治体構想は、この理解を持ち

得て以来初めての大きな文書管理制度の変革

であり、同時に、この機を逃せば次の機会を

得ることはこれまで以上に困難となることが

予想される変革である。

* 
いまだ生み出されてもいない、あるいは、

ようやく生み出されつつある段階にある文書

等の情報資源に対し、記録史料論的観点から

考えてみた。それは、推論に推論を重ねるも

のであり、実際には起こらないかもしれない、

的はずれな問題提起を多く含み込むことであ

る。しかし、制度が固定してからでは手遅れ

となってしまう性格のものでもある。文書館

が現用段階の文書管理には関与せず、客観的

な位置から記録史料に対すべきと考えれば、

未来の記録史料に対する認識論は無用であろ

う。しかし、少なくとも設置機関の文書に関

する限り、その現用段階にも文書館は関与し、

その生成・管理等の方法を制御していくべき

と考えれば、文書館は記録史料の認識論にお

いても客観的な存在ではいられなくなる。む

しろ、積極的に関与し、記録史料のあり方を

決していくものとなる。

既存の記録史料を分析するのではない。作

成後の保存管理に関与するだげでもない。そ

の生成のあり方にまで関与する必要を電子文

書は提起してくる。繰り返しになるが、電子

自治体は、「文書Jr記録史料Jr原本」といっ

た概念に対し、根底からの再認識作業を迫っ

てくる。しかも、その保存管理を的確に果た

していくために、第三者的にではなく、その

あり方の規定に参画する立場として。現代の

記録を未来に伝える、この行為を永続的に遂

行する文書館にとっては、未来の記録史料論

も必要であるといえようか。

ただし、その際には記録史料論の到達点を

理解し、過去及び現在の知見を最大限に展開

しての議論が必要とされる。編集・出版委員

会のお誘いではあったが、筆者には到底その

能力はない。さらに、文書管理業務や電子情

報通信技術業務に関与しているわけでもな

く、パソコン操作にも疎い筆者には荷が重い

といわざるを得ない。それゆえ、本稿では電

子情報通信技術の導入によって日に日に変化

を求められている日常業務に、わずかばかり

の文書館での経験を投影させてみての思いつ

きを並べることしかできなかった。体系性も

論理性もあったものではなく、論点の多くが

「的はずれ」の可能性が高いものばかりであ

るが、 批判をいただくことにより、せめて議



論のきっかけになれば、と願うばかりである。

註

(1) 電子自治体化構想は、政府の政策と密接に連携

している。本稿でも政府の基本計画を分析の対象

とし、内容的にも多くは固・地方自治体に共通す

る(さらに、その他の組織にまで共通する内容も

ある)ので、「電子政府・電子自治体」と表記した

方が適当かとも思われるが、筆者が具体的に想起

できるのが都道府県であること、表記が煩雑にな

ることから、以下、本稿では自治体に代表させて

「電子自治体」と表記する。

(2) 本稿では、設置母体(親機関)である自治体の

文書類を保存管理する文書館、公文書館、 資料館、

アーカイプズ等の機関を「文書館」の名称に代表

させて表記する。ただし、歴史資料としての保存

を電子文書に対して実現させるためには、これら

の機関が未設置の自治体においても、そのための

仕組みをシステムへ組み込むことが必要であるこ

とに変わりはない。よって、「文書館Jを文書主管

課等に置き換えて考えねばならない事項も多いと

いえる。

(3) 本稿では、 「文書」を主に文書管理規程が対象と

してきたものを対象として使用する。実際の運用

がどこまで徹底しているかは別として、電話等の

内容をペーパー化したものなども含まれる。また、

「↑青報資源」は「文書Jのほか、刊行物や広報フィ

ルム、 データペース等を含めたあらゆる記録を総

称するものとして使用する。

(4) 平成 6年12月25日閣議決定。

(5) 平成15年 2月22日現在、総理府の HPに全文が

掲載されている。 URLは、次のとおり。

http・//www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a-

Ol.f.htm 

(6) 平成15年 2月22日現在、埼玉県の HPに全文が

掲載されている。 URLは、次のとおり。

http://www.pref.saitama.jp/A01/B300/it-

plan/index.html 

(7) 共有される組織の範囲は、係や課、部などその

内容や重要度により異なる。また、 一定のライン

上に限定されるととも通例である。ところで、そ

の文書化が公文書ではなく、「手記J['日記」等に

よってなされ、組織共有化されない場合がある。

組織上層部では情報を共有すべき組織対象を持た

ず、機密性の方が重視されるため、共有文書化が

なされないといえるかもしれない。私文書と公文
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書、あるいはオーラル ・ヒストリ ーそれぞれの有

する情報的特質の検討が重要とされるところであ

る。

(8) 意志決定のために作成される文書の名称は、「起

案文書J['回議文書J['菓議文書」等があるが、本

稿では「回議文書」を用いる。

(9) もちろん、 個々の回答文書は 1年保存とされた

り、あるいは十分な管理がなされないために、結

果として文書館に評価選別の機会が与えられなく

なるケースも少なくないが、それは運用上の問題

といえる。

(10) 誹誘中傷発言の掲載を防ぐなどの管理がなされ

ることが前提としてはある。

(11) 特定、あるいは不特定の書き込み者により常に

変化する、という』性格の情報資源の扱い方につい

ても、「電子会議室」は問題提起する。書き込みが

蓄積されていくだけならば、最終的に閉じられた

時点でメタデータとともに収集すればいいのかも

しれないが、随時古い書き込みから消去されてい

く場合にはどうなのか。気付いたら消されていた、

という事態を防ぐためには、会議室の管理者との

収集のための合意が当初に必要であろう。

また、公開性をもたなかった「会議室」 などの

場合、公開にあたっての「発言者」の了解の問題

なども考えると、たとえば 「会議室J開設以前に

アーカイプズ化についての合意を得、その旨を「会

議室」に明示して開設するような準備も考慮して

いく必要がある。

(12) ['文書管理システムで押さえられるjとは、①シ

ステム自体がそのような情報を対象として管理し

ている、②文書館がその文書を評価選別の対象と

することができ収集できる、という 2段階がある。

(13) 文書管理との連続性や公開サービスの向上の観

点、から、「切り離すjのではなく 、文書管理システ

ムのサーバー内に文書館の 「書庫Jを置く方法も

考えられるが、廃棄することな く膨張を続げる文

書館の「書庫」は、費用対効果や容量上の問題か

ら、いずれ切り離さざるを得なくなるのではない

だろ うか。

(14) この方法をとるならば、問機能のシステムを 2

つ持つよりも lつのシステム内に文書館資料の

サーバー領域を設りる方が、より現実的かと思わ

れるが、それは注(14)の問題につながる ことになる。

(15) ['原本」と 「写本J['複製」の区別、「原本jこそ

を必要とする意義を、現用文書ではなく、記録史

料として確認してみる必要があろう。たとえば、

「写本」や 2次資料は 「原本」に比して①筆写や
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編纂過程での誤りや省略の可能性があり、メッ

セージ情報の情報量や信頼性が劣る、②料紙の種

類や封じ方など、「支持体jが持つ情報が失われる、

などの原本尊重理由は、電子文書のコピーにおい

てはいかなる意味を持つのか、などを考えてみる

必要があろう。。6) 日本の文書館も40年の歴史を有するに至った

が、行政文書に関してみると、公開史料の大半は

文書管理規程が永年保存としたことにより残され

てきた文書であり、文書館の主体的選別によるも

のの方が少ない。文書館による評価選別開始後も、

それは有期限保存文書に対するものであり、一方

で文書管理規程による永年保存文書が保存されて

きた。それは、行政的基準による保存と文書館の

評価選別による保存の併存であり、保存結果に対

する文書館の影響力は比較的小さいものであっ

Tご。

近年に至って永年保存文書を廃し、最長でも30

年とするなどの全文書の有期限保存文書化を採用

する自治体が増えてきた。この体制において、何

が残されるかは、すべて文書館の評価選別にか

かっている。文書館の責任は、急速に高まったと

いえるが、電子自治体化は、それを一層押し進め

るものである。


